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教育委員会１月定例会会議録 
 

日 時  平成２９年１月１８日（水） 午後３時００分から午後３時５８分まで 

 

場 所  市役所１１階南会議室 

 

出席者 

（教育委員） 

委 員 長  村 山 昌 暢   委員長職務代行者  吉 川 真由美 

委 員  湯 澤   晃   委 員  奈 良 知 彦 

教 育 長  佐 藤 博 之 

 

（事 務 局） 

教 育 次 長  関 谷   仁   指導担当次長   塩 崎 政 江 

総 務 課 長  小 島 順 子   教育施設課長   大 舘   勉 

文化財保護課長  小 島 純 一   学校教育課長   林   恭 祐 

生涯学習課長   小 﨑 昭 一   青 少 年 課 長  時 澤 秀 明 

総合教育プラザ館長  髙 木   威   図 書 館 長  作 宮   朗 

前橋高等学校事務長  中 澤 修 司
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委 員 長  

 

委 員 長  

 

委 員 長  

 

 

 

 

委 員 長  

 

委 員 長  

 

 

委 員 長  

 

 

委 員 長  

 

 

 

教 育 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これより前橋市教育委員会１月定例会を開会いたします。 

 

直ちに本日の会議を開きます。 

 

１２月定例会の会議録については、既に配付済みであります。記載事

項に異議等ありませんか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認め、承認いたします。 

 

日程第一。会期の決定ですが、本会議の会期は、本日一日といたしま

す。 

 

日程第二。会議録署名委員の指名ですが、本日の署名委員に吉川委員

と湯澤委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

日程第三。教育長提出の諸報告について、報告を求めます。 

それでは、説明をお願いいたします。 

 

総括的報告 

はじめに、総括的報告を申し上げます。お手元にレジュメがあります

のでご覧いただけたらと思います。２点についてご報告申し上げます。 

まず１点目ですが、１２月１９日に第２回前橋市総合教育会議を開催

いたしました。教育委員の皆様にご出席をいただいて非常に有効な議論

ができたと思っています。議題ですが、一つは前橋市の来年度の方向性

に向けての教育振興基本計画の検討、それから子ども達の今後の育ちを

基本とする幼児教育充実指針についての検討ということで、委員さん方

から大変しっかりとした意見をいただきました。いただいたご意見を受

けて、この後、平成２９年度の教育行政の大綱の策定に入ります。市長

からも大変素晴らしい会議でしたねというお話をいただきました。 

２点目ですが、１月１０日に中核市教育長会の役員会、臨時総会、研

修会が都市センターホテルで行われました。内容ですが、昨年７月の総

会以降、特に役員と会長を中心にいくつかの対応がありましたのでその

報告をいたしました。文科省への中核市教育長会としての要望活動、内

容的には教員定数の増強であるとか色々な話がありますが、中核市は人

口が３０万人から５０万人くらいの都市が多いので、ちょうど教育の規

模として色々なことを検討しやすいと文科省からお話をいただきまし

た。また、平成２８年度中に学習指導要領が改訂となります。１２月２

１日付けで中教審から次期学習指導要領に関して答申がありましたが、



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合教育プラザ館長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答申を出すため中核市教育長会として意見陳述をして欲しいという依頼

があり、私が行ってきました。学習指導要領の基本的な枠組みや実際に

現場に下りてくる時にこんな点に力を入れて欲しいという意見を述べて

きました。それから、もう一つの動きですが、中核市市長会が県費負担

教職員の人事権を中核市に移譲して欲しいという要望をしています。教

育委員会でいうと教員の初任者研修や１０年目研修といった法定研修

は、県の教育委員会から権限が下りていて中核市の教育委員会が行うこ

とになっていますが、教員の人事については基本的には県が行います。

その人事権を中核市に下ろして欲しいという主張があって、それに対し

て中核市教育長会としてどう考えるのかという意見聴取がありました。

中核市教育長会でも人事権の移譲について、これまでプロジェクトを設

置して検討してきた経緯もあり、できるだけ早い時期に人事権を中核市

に移譲できる体制を文科省の方で取っていただきたいと要望していると

お話いたしましたが、中核市市長会から文科省宛に人事権、いわば人の

動きと給与の動きを移譲して欲しいという要望が出されました。その辺

の報告もこの臨時総会の中でさせていただきました。その後、研修会と

いうことで、文科省の藤江大臣官房審議官から次期学習指導要領等につ

いて、今後の動きや内容について、最新の情報を具体的にお話しいただ

きました。後ほど紹介させていただければと思います。 

以上、報告申し上げました。 

 

報告１ 前橋市立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に

関する対応要領について 

平成２８年４月１日に施行となった「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」に基づく学校教職員の対応要領が完成いたしました

ので報告いたします。 

学校教育においては、障害のある保護者や地域の方々に対する対応と

ともに、教育を受ける側である障害のある幼児児童生徒に対する教育的

な対応が必要であることから、市職員の対応要領とは別に学校教職員向

けの対応要領の作成に取り組んでまいりました。 

この対応要領は、教育委員の皆様をはじめ、学識経験者や各校種の教

職員やＰＴＡの代表の方、障害福祉課の職員、各種障害者団体の方々な

ど幅広い方々のご意見をいただき作り上げたものです。 

内容の特徴といたしましては、教職員の立場に立ち、分かりやすいよ

うに図や説明文を取り入れました。 

例えば、趣旨や職員の対応についての考えに当たる部分の記載では、

学校の体制づくりや、校内で連携して対応するための教職員の動き方な

どについて具体的に示しました。また、学校で取り組む合理的配慮の主

だったものを示した具体例の記載では、障害種別に、通常の学級で想定

する合理的配慮と、特別支援学級や特別支援学校で想定する合理的配慮
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委 員 長  

 

吉 川 委 員 

 

 

指導担当次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉 川 委 員 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

とに分けて記述し、先生方にとって利用しやすいように心掛けました。 

教育委員の皆様からいただきました貴重なご意見も参考にさせていた

だき、随所に盛り込ませていただきました。特徴的なところとしまして

は、「教師と保護者との人間関係づくりの大切さ」のご意見につきまし

て、８ページの図４の上部中央に「合意形成」を掲げたり、１１ページ

の（２）教職員のスキルアップのところの記述の最後になりますが、教

育相談的な対応力について記載したりするなど、話し合いの大切さを強

調いたしました。また、「障害のある子どもが友達との人間関係の中で

育つ」というご意見につきまして、１０ページの（１）幼児児童生徒の

理解促進の記述を充実させ、子ども同士の人間関係づくりを強調いたし

ました。 

今後、本資料の概要を表すリーフレットを付けて学校に配付するとと

もに、研修会等で学校の先生方への周知を図り、趣旨の浸透を図りたい

と考えております。また、市ホームページに掲載し市民への周知を行っ

てまいります。以上です。 

 

以上の報告について、質疑等ございますか。 

 

昨年末に佐藤教育長がテレビに出て、前橋の英語教育についてお話さ

れていましたが、何か反響などはありましたか。 

 

次期学習指導要領の改訂で一番大きい小学校英語に関して取材をした

いとテレビ局から文科省へ話が入って、文科省から前橋市を紹介してい

ただいたことで教育長が取材を受けました。小学校英語が新しく始まる

ということで、学校現場でもかなり不安があります。小学校の中で５・

６年生は教科として週２時間分、小学校３・４年生は外国語活動として

１時間分必要となるのですが、その時間をどう確保するのかということ

が一つ問題で、もう一つ、授業を誰がやるのかということが大きな問題

です。こういう課題は、全国的な課題だと思いますが、それについて前

橋市が考えていることについて教育長からお話いただいたということで

した。特に反響のようなものはありませんでした。 

 

保護者の方がテレビをご覧になって、英語教育を始める側も大変だ

な、色々な工夫をしてくださっているなというお話でした。 

 

障害者の差別解消の推進の要領については、今後できるだけ色々なと

ころに広報していきたいと思います。教育委員会が差別解消法に関する

法律に伴う対応要領を作ったという珍しい例なので、色々なところから

問い合わせがきているという話ですが、今後の周知について少し説明し

ていただけますか。 
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総 務 課 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほど申し上げましたが、一つはホームページに載せて周知いたしま

す。もう一つは、報道関係へ投げ込みを行う予定です。 

 

対応要領は、群馬大学の教授や障害者に関わる方々などの学識経験者

が関わって作成しましたが、教育委員会が関わって、こういった対応要

領を策定しているのは前例がないとお話されていました。障害のある子

ども達には、その子が伸びるような対応をするために、市の対応要領と

は別に策定しようということで取り組みました。他市では、市の対応要

領と一緒にしてしまうことが多いようですが、私たちとしてもアピール

していきたいと思います。 

 

ほかになければ、以上で質疑を終わります。 

 

日程第四。教育長提出の議案を上程いたします。 

それでは、議案第１号から議案第３号までについて議題といたしま

す。提案説明をお願いいたします。 

 

議案第１号 平成２９年４月１日付け人事異動方針について 

教育委員会議案第１号「平成２９年４月１日付け人事異動方針につい

て」ご説明申し上げます。議案書３１ページをご覧ください。 

これは、平成２９年４月１日付け人事異動方針を決定しようとするも

のでございます。まず、１の基本方針ですが、職員の適材適所による異

動を行い、人事の停滞を防ぐとともに、職員の士気の高揚と事務事業の

円滑な推進を図り、もって人事管理の適正化と公務能率の向上を図ろう

とするものです。 

次に、２の具体的方針についてですが、職員の採用は、（１）のアの

新規採用職員については、平成２８年度に実施しました前橋市職員採用

試験に合格した職員となります。なお、学校用務技士、調理技士等の技

能労務職員につきましては、平成１８年度から採用を行っておりません

が、来年度も採用は予定されておりません。 

次に、イの再任用職員についてですが、平成２６年度から定年退職者

の再任用制度が実施されており、来年度についても採用を行う予定で

す。 

最後に、ウの指導主事等についてですが、教職員人事に関する基本方

針を踏まえながら、県費負担教職員等からの割愛採用を予定しておりま

す。 

（２）の配置換えに当たりましては、人事評価や意向調査などを参考

に、他部局等との交流も積極的に行いたいと考えております。なお、配

置換えを行う者の基準につきましては、アからエまでに記載のとおりで
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ございます。 

以上の点を基本としまして、職員一人一人の持つ能力を最大限に引き

出し、教育委員会全体の活性化につながるよう、適正な人員配置に努め

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議案第２号 公有財産（土地及び建物）の所属替について 

教育委員会議案第２号「公有財産（土地及び建物）の所属替につい

て」ご説明申し上げます。議案書の３２ページをご覧ください。 

今回、教育財産の取得を次のとおり決定し、前橋市財務規則第１８５

条の規定に基づき、公有財産の所属替について、市長宛て協議しようと

するものでございます。 

まず、１の対象物件につきましては、１に記載の旧前橋市大胡保健セ

ンターに係る土地と建物でございます。土地の地番は、（１）に記載し

ております、河原浜町４８０番、４８１番、４８３番の３筆のそれぞれ

一部で、面積の合計は１，６４０．０７㎡でございます。また（２）に

記載しております建物が、鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建でございま

して、面積は５１０．３０㎡でございます。 

用途につきましては、２に記載のとおり、前橋市大胡公民館用として

利用に供するものでございます。 

所属替の理由につきましては、３に記載のとおり、前橋市大胡公民館

の移転に伴い、移転先であります旧前橋市大胡保健センターの土地及び

建物を所属替により取得しようとするものでございます。 

決定後の措置につきましては、４に記載のとおり、市長（健康増進

課）と引継ぎについて協議を行うものでございます。 

位置図につきましては、３４ページをご覧ください。今回所属替えに

より取得しようとする土地と建物は、右上の網掛け部分となります。ま

た、所属替えにより取得しようとする建物は、一番右側の図、旧大胡保

健センター平屋建となります。 

 

議案第３号 教育財産（建物）の用途廃止について 

続いて、教育委員会議案第３号「教育財産（建物）の用途廃止につい

て」ご説明申し上げます。議案書の３３ページをご覧ください。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２８条第１項の規定に基

づき管理している教育財産について、用途を廃止しようとするものでご

ざいます。 

まず、１に記載しております対象物件ですが、前橋市大胡公民館の建

物でございまして、（１）の大胡支所３階の一部と（２）の前橋市民文

化会館大胡分館いわゆる大胡シャンテ１階の一部及び２階の一部でござ

います。 

対象となります面積は、１の（１）に記載しております大胡支所３階
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の一部は、４６２．６４㎡でございます。また、１の（２）に記載して

おります前橋市民文化会館大胡分館１階の一部及び２階の一部につきま

しては、３３１．６０㎡でございます。 

用途廃止の理由につきましては、２に記載のとおり、前橋市大胡公民

館の移転に伴い、公民館として使用しなくなるため、用途を廃止しよう

とするものでございます。 

用途廃止後の措置につきましては、３に記載のとおり、市長（１の

（１）は大胡支所地域振興課、１の（２）は文化国際課）と建物の引継

ぎについて協議を行うものでございます。 

位置図につきましては、３４ページをご覧ください。今回これにより

用途廃止をしようとする建物は、左下の網掛け部分となります。また、

用途廃止しようとする建物の平面図につきましては、３５ページ左側の

図、大胡支所３階の一部、大胡シャンテ１階の一部及び２階の一部とな

ります。 

以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

ただいま提案説明のありました議案について質疑に入ります。ご意見

等がございましたらお願いします。 

 

人事異動方針についてお伺したいのですが、先ほどの説明の中で用務

技士の新規採用がないということですが、理由を教えていただけます

か。 

 

教育委員会だけ採用がないということではなく、定員管理計画・前橋

市行財政改革推進計画に基づき、業務の効率化等を考えて適正な人員配

置を行っているためでございます。 

 

総合教育会議でも幼児教育について話題となりましたが、幼稚園の先

生は市費での採用だと思いますが、新規採用の状況はどのようになって

いるのでしょうか。 

 

幼稚園は現在４園ございますが、４月から３園になります。幼稚園の

先生は市費ですので前橋市の職員になりますが、旧町村と合併した時の

職員が多くを占め、正規の職員は半分くらい、地公臨として１年ごとの

任用をする先生が半分くらいおりますが、臨時の先生に頼ってばかりい

ては、なかなか幼児教育が充実していきません。 

また、用務技士の採用についてご質問がありましたが、人員の採用計

画の中で検討をしていただくよう市長部局へお話している状況でござい

ます。 
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総 務 課 長 

教育現場の体制として、地公臨のような臨時の先生というのは、実質

的には長い経験を積んだ非常に力のある人達ですよね。 

 

はい。ただ、その方々も高齢化が進み５０代の方が増えてきている状

況です。 

 

幼稚園の先生方の年齢構成は今分かりますか。 

 

幼稚園の先生方はいわゆる昔から幼稚園でやってこられた方がいて、

その方々は５０代です。それから地公臨というお話がありましたが、こ

の方々も４０後半から５０代となっています。小学校、中学校の先生方

で幼稚園へ、割愛として採用している先生が比較的若い方が少しいると

いった状況でございます。 

 

ベテランの先生がいる中で若い先生方も園児の中で育っていくという

ことですね。今後のことを考えて採用を検討していただけたらと思いま

す。 

 

教育次長からお話がありましたが、臨時職員に頼っていては、内容が

充実しないということは考えていかなければならないと思っています。

小中学校の教員が異動して幼稚園の教員となった場合には、幼児教育に

関わると非常に良い勉強になると思いますし、そこで色々と学んだこと

を生かしていただければと思います。幼児教育の専門家をこれから人材

育成していくことは、今後の大きな課題だと思います。 

教育委員会は、幼児教育センターを所管しておりますので、幼児教育

センターの職員の育成をしなければならないということを考えると、市

長部局に対して色々なお願いをしていかなければならないと考えている

ところです。 

 

新規採用職員については、市の行財政改革推進計画に則ってというこ

とですが、再任用についてはたくさんいらっしゃるのでしょうか。 

 

手元に資料がないため、人数は申し上げられませんが、定年退職者で

再任用を希望する方は再任用ということで勤務しています。 

 

新規の方を採用しないで再任用の方を採用するというのは、市の行財

政改革に則ってということでしょうが、再任用されたベテランの方々は

仕事としたらどういうことをやっていただくのでしょうか。 

 

正規職員と同じような形で事務職の方には業務に当たっていただきま
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村 山 委 員 

 

 

総 務 課 長 

 

 

 

村 山 委 員 

 

 

 

 

指導担当次長 

 

 

 

 

奈 良 委 員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈 良 委 員 

 

 

学校教育課長 

す。また、技能労務職の方についても同じように技能労務の業務に当た

っていただきます。 

 

退職される前と後で同じ仕事であるとは限らないということでしょう

か。 

 

技能労務職につきましては、正規職員の時とほぼ同じ形で業務に従事

することになりますが、事務職につきましては、所属や仕事内容も変わ

る方が多いと思います。 

 

退職後に同じ業務に当たるというのも良いと思いますが、退職前の仕

事と違って、例えば今までと違った立場からベテランの先生が若い先生

への指導をするというようなことができたら良いのではないでしょう

か。 

 

総務課長からお話をさせていただいたのは一般の市の職員の例で、今

村山委員長さんからお話いただいたのは教員についてだと思いますが、

教員の場合には同じような仕事をするということになりますが、新採用

の方を指導するような立場に配置するということはできると思います。 

 

市費の採用方針については、特に意見はありませんが、県費負担教職

員について、再任用の希望があるのかということと、それに占める管理

職の割合がどのくらいなのかということを教えていただけますか。 

 

平成２８年度末の管理職の退職予定者は、校長が２０名、教頭が３名

でございますが、そのうち再任用を希望している管理職は校長が０名、

教頭が２名という状況でございます。一方、教諭の退職者では、約７割

が再任用を希望しております。管理職であっても再任用では教諭となり

ます。教諭と言いましても、初任者を指導する教諭というのも必要であ

りますので、できればそういうところに管理職経験者を充てていきたい

と思っておりますが、初任者研修を担当する教諭の数は、それほど多く

ないため全ての管理職を充てるということはできません。また、再任用

の申出の中には、半日勤務を希望する方もいらっしゃいます。半日勤務

の方をもう一人組み合わせる必要がございますので、どう配置すべきか

課題がございます。 

 

平成２８年度末退職予定の管理職２３名中２名しか再任用を希望しな

いというのは何か理由があるのでしょうか。 

 

直接聞いてはおりませんが、おそらく管理職まで務めたということ
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奈 良 委 員 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉 川 委 員 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、教諭として再任用になるというのはいかがなものかというのが私的

な会話の中ではございました。おそらく年金の関係もありますので、再

任用という形ではありませんが、最終的には何らか就職することにはな

ると思います。 

 

校長先生あるいは教頭先生として、各学校でリーダーとして活躍なさ

ってきた方が再任用で教諭として職員室にいるというと、私の経験や周

囲との会話の中でもそうですが、次の校長先生に対して申し訳ないとい

う感情があるようです。力量があるからこそ校長、教頭になったのです

から、色々な制度の面から難しいのかもしれませんが、力を発揮してい

ただけるような環境を用意できたら良いなと個人的には感じています。 

 

年金が６５歳まで支給されなくなる。国の政策の中で、今までと同じ

ように考えて、例えば退職者は自分で仕事を見つけたり、あるいは年金

が出るから無職で良いといった考え方から、今度は全く年金が出ないと

ころからスタートする。色々な考え方があって、校長先生や教頭先生、

一般の教諭で退職される方もワークライフバランスなどの面から、再任

用で学校に入ったときにその人達がどういう仕事をするのか、子ども達

への影響はどうなのか、再研修は必要だろうかといった教育環境として

の再任用者の扱いと、再任用される本人にとっての労働環境についてと

いうことで、まだ全く手が付いていないところだと思います。基本的に

は人事の全体像は、県費負担教職員については県が行いますので、県と

協議をしながら良い方向に持っていかなければいけない、後々になって

子ども達に影響が出てはいけないと思っています。 

 

先ほど半日ずつ勤務するというお話がありましたが、学校の中でとて

も難しいと思いますし、学校の中でどういう仕事をするのかということ

もあります。担任の先生が変わるということは無いのかもしれません

が、学校として受け入れにくい状況というのも出てくるのではないでし

ょうか。 

 

半分ということは、例えば週のうちの毎日半日という方法もあります

し、２日と半日という形もあると思います。そういう先生が入るという

ことは、ご自身の健康問題や、家族の関係などがあって、やむを得ずそ

ういう申し出をされるのだろうと思います。では、どう配置するかと言

いますと、子どもの教育にどうやっていくのが良いのかというのは、担

当にとっては頭の痛い問題ですが、なるべくその先生にも今までの経験

があるのですから、授業を中心に一人の先生として入るということにな

ると思います。できれば、半分の勤務で、その学校が求めている教科で

あったり、今までの経験を生かせるように学校に配置したいと考えてお
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教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 課 長 

 

 

奈 良 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

委 員 長  

ります。 

 

スクールアシスタントのように特定の業務を持って臨時職員として入

るのではなくて、あくまでも２人であっても教員１人分としてカウント

されますので、仕事の割り振りについては非常に難しいだろうと思いま

す。ただ、前橋のように学校数が７０を超えるようなところだと、ある

程度学校の内部の様子で効果的に入れるところもあると思いますが、学

校数が少ない場合は本当に大変だろうと思います。今後、ますます再任

用の数が増えていきますから、今後現実の問題として対応が求められる

だろうと思います。市の方はどうですか。半日勤務というのはできるの

でしょうか。 

 

再任用につきましては、週３１時間という中で、業務の実態に応じて

勤務すると半日勤務の日があるという職場もあると思います。 

 

管理職になると再任用しづらいという状況もどこかで解消しないと、

せっかくリーダーシップや広い視野をお持ちであったりする方が、管理

職ではなくて教諭として入ったときに、校長先生や教頭先生の力が落ち

てしまうということがないようにしていただきたいと思います。やはり

学校ですから校長先生や教頭先生がリードして、先生方が一丸となって

児童生徒達の教育をしていく訳ですから、是非先生方が、校長、教頭を

目指して頑張っていただけるよう整えていただければと思います。 

 

公民館ですが、大胡公民館は大胡支所の３階の一部と大胡シャンテの

１階一部と２階の一部ということで分断されている上に、メインとなる

大胡支所の３階へは裏口から入っていくような場所で、環境が悪かった

のですが、今回の移転によって、わずかしか離れていない二つの場所が

公民館として活用できるようになります。大胡地区の皆さんにとって非

常に良い環境になると思います。図書館の分館については、大胡シャン

テに残りますが、市には英断をしていただいて今回このように移転でき

たということで、今後活用していけたら良いなと思います。生涯学習課

長さんから何かお話がありますか。 

 

３５ページの移転後の配置図をご覧いただきますと、陶芸工作室がこ

れまで遠方にあったのが、今回の移転に伴いまして、施設を一体的に利

用できるようになります。表玄関等も含めまして、利用がより活発にな

ると思われますし、大胡地区の地域からの要望もございましたので、今

後活用できるよう我々も頑張ってまいりたいと思います。 

 

ほかに質疑等なければ、以上で質疑を終了します。これより採決いた
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委 員 長  

 

 

 

 

 

総 務 課 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 課 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

します。議案第１号から議案第３号までについて、原案のとおり決定す

ることとしてよろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認め、議案第１号から議案第３号までについて可決

いたします。 

日程第五。その他について報告事項がございます。説明をお願いいた

します。 

 

その他１ 行事について 

行事についてご説明させていただきます。議案書の３６ページをご覧

ください。２月１５日 水曜日は、教育委員会２月の定例会、総合教育

プラザとなっておりますので、よろしくお願いいたします。（ほか、資

料の主だった予定を紹介） 

続いて議案書の３７ページをご覧ください。３月の行事予定ですが、

３月１５日 水曜日は、教育委員会３月の定例会を予定しておりますの

で、よろしくお願いいたします。（ほか、資料の主だった予定を紹介） 

行事につきましては以上でございます。 

 

その他２ 学校給食献穀粟ごはんの提供について（宮城共同調理場） 

続きまして、３８ページをご覧いただきたいと思います。 

まず、内容のあらましですが、宮城地区で栽培され毎年天皇陛下へ献

上している粟を学校給食で提供し、生産者のご夫妻と子ども達が一緒に

給食を食して交流を図ります。 

また、宮城地区の学校では、校内放送等を通して献穀粟を紹介しま

す。この粟は「献穀粟」と言いまして、新嘗祭に供える黒酒の原料とし

て昭和２５年から毎年献上しており、学校給食への提供は、昨年に引き

続き２回目となります。 

２の目的・意義でございますが、献穀粟の献上は、宮城地区の伝統的

な行事です。そこで、この粟を使用した学校給食を提供し、地域の伝統

的な行事を知ってもらうことで子ども達の郷土愛を育むものでございま

す。また、当日の給食は、前橋産の食材を多く使用しまして、子ども達

に前橋産の食材を味わっていただき、郷土の自然の恵みに対する感謝の

心をも育てるものです。 

３の日時・場所でございますが、平成２９年１月２６日 木曜日に宮

城小学校４年２組におきまして、生産者のご夫妻が、子ども達に献穀粟

を説明するとともに、一緒に給食を食して交流を図ります。また、その

他の宮城地区の小中学校等におきましては、４の献立名に記載のとお

り、献穀粟を使用した学校給食を提供いたします。 
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生涯学習課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年課 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が、献穀粟を使用した学校給食の提供となりますが、このよう

に、地域の伝統的行事や特産物等を学校給食に取り入れることは、目的

にありますとおり、郷土愛や感謝の心を育む上で大変重要なことと考え

ておりますので、今後も地産地消に配慮した学校給食に取り組んでいき

たいと考えております。 

 

その他３ 平成２８年度前橋市社会教育活動功労者への感謝状の贈呈

について 

資料の３９ページをご覧ください。 

本市におきまして、社会教育活動に功労のあります個人及び団体に対

しまして、毎年、教育長から感謝状を贈呈させていただいております。 

今年度の感謝状贈呈式は、２月１日 水曜日 午後１時３０分から、場

所は、中央公民館５階 ５０１、５０２学習室において執り行う予定で

ございます。 

平成２８年度においては、関係する課及び団体から推薦をしていただ

き、資料のとおり、個人２９人、団体２団体を決定させていただきまし

た。 

 

その他４ 第６９回前橋市成人祝の開催結果について 

資料の４０ページをご覧ください。 

当日の参加者数は男性１，２１０人、女性１，１３８人、合計  

２，３４８人で、該当者数３，４６０人に対する参加率は６７．９％で

した。 

会場の３、４階を家族席、恩師席とし、家族やお世話になった先生方

にも、会場にて新成人の方々をお祝いできるようにいたしました。ま

た、今回も来年度の企画運営委員の方々にボランティアとして運営にご

協力いただきました。多くの応援職員や、着崩れ直し、障害者介助等の

ボランティアの皆様のご協力により、無事に実施することができまし

た。 

プログラムにつきましては、今回もこれまでと同様に、第１部「アト

ラクション」、第２部「セレモニー」、第３部「はたちのつどい」とい

う３部構成で実施いたしました。第２部のセレモニーの中では、「はた

ちのメッセージ」と題し、新成人の代表として、富士見中学校出身で陸

上自衛隊朝霞駐屯地勤務の、阿久沢 美砂さんに「はたちの抱負」を語

っていただきました。 

これらの内容につきましては、市内中学校の卒業生代表者２３人によ

って構成される成人祝企画運営委員会にて９月から検討を重ね、決定し

ました。 

なお、当日の司会進行についても企画運営委員全員で務めました。 

成人祝が新成人にとってより思い出深いものとなりますよう、今回の
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村 山 委 員 

 

 

 

総 務 課 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

委 員 長  

 

企画・運営につきまして改めて細部の点検・評価を行い、来年度以降に

生かしてまいりたいと考えております。 

ご出席いただきました教育委員さんにおかれましては大変お世話にな

りました。ありがとうございました。 

 

総務課からの行事予定で、次回の定例会についてですが、２月１５日 

水曜日 午後３時ということでよろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

では、２月定例会については２月１５日 水曜日 午後３時からと決定

します。また、３月定例会については３月１５日 水曜日 午後３時を予

定とすることで、よろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

では、３月定例会については３月１５日 水曜日 午後３時からという

ことで、お願いいたします。ほかに、ただ今の報告について質疑等ござ

いますでしょうか。 

 

献穀粟を使用した学校給食ですが、宮城幼稚園、宮城小学校、宮城中

学校だけに提供するのでしょうか。また、粟だけのご飯なのでしょう

か。 

 

宮城幼稚園、宮城小学校、宮城中学校だけでの提供でございます。献

穀粟も取れる量に限りがございます。白米に混ぜた形で提供いたしま

す。黄色い粟がご飯に少し混ざっているという形でございます。 

 

昨年、試食をさせていただきました。黄色い粟が入ってとってもきれ

いで、おいしかったです。 

 

ほかに質疑等ございますか。なければ、以上で質疑を終わります。 

以上をもちまして教育委員会１月定例会を閉会いたします。 

 

（午後３時５８分） 

  


